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令和７年度 山都町病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度山都町の病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度山都町病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。なお、旧病院解体事業に係る特別損失の増加に伴い、その財源に充てるための企業債の借入額を「４

２，２００千円」から「４７，２００千円」に改める。 

 

（科 目）   （既決予定額）   （補正予算額）    （計） 

収    入 

 第１款 病院事業収益 １，１０５，１６６千円   ６，５８８千円 １，１１１，７５４千円 

  第２項 医業外収益  １６４，５３６千円 １，３５９千円 １６５，８９５千円 

  第３項 特別利益 １０，０２２千円 ５，２２９千円 １５，２５１千円 

 

支    出 

 第１款 病院事業費用 １，２６３，９００千円  １１，３９０千円 １，２７５，２９０千円 

  第３項 特別損失 １６５，９４５千円 １１，３９０千円 １７７，３３５千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「３７，７６４千円」を「３６，６６

３千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科 目）   （既決予定額）   （補正予算額）    （計） 

収    入 

 第１款 資本的収入 ７２，４００千円   １，１０１千円 ７３，５０１千円 

  第２項 補助金 ４３，５６０千円 １，１０１千円 ４４，６６１千円 
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 （企業債） 

第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のように改める。 

起債の目的 限度額（千円） 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

旧蘇陽病院 

施設等解体 

 

補正前 42,200 

 

補正後  47,200 

 

証書借入 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府

資金及び地方公共団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行った後においては、当

該見直し後の利率）   

 

借入先の融資条件による。ただし、

企業財政その他の都合により繰上

償還又は低利に借り換えることが

できる。 

 

 

 

 
令和 ７ 年 １２月 ４ 日 提 出 

 

山都町長   坂本 靖也 

 

令和 ７ 年 １２月 １１日 議 決 














